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令和３年度 第３回八戸市協働のまちづくり推進委員会議事録 

 

【日 時】令和３年８月 23日（月）13時 30から 17時 00分 

【場 所】市庁本館４階会議室Ａ 

【出席委員】小島慶喜委員長、加藤宏明副委員長、永渕律子委員、平山佳子委員、 

横田将志委員 

【事務局】市民連携推進課 ７名 

 

次第１．開 会 

  （司会：事務局） 

 

次第２．委員長あいさつ 

本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。事務局のみなさま

におかれましては、資料の準備から設営等ありがとうございます。また、委員のみ

なさまには、前回の開催から時間もない中、資料のチェックをお願いし申し訳あり

ませんが、ご協力いただきありがとうございます。 

本日の委員会は、次第にありますとおり、協働のまちづくり施策の進捗状況及び

今後の方向性についてと「元気な八戸づくり」市民奨励金制度の見直しについて、

となっております。 

これらについて、皆さんからご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

次第３．案 件 

(1) 協働のまちづくり施策の進捗状況及び今後の方向性について 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

本日は、進捗状況シートに掲載しております 10 事業を検証していただく予定とし

ております。 

次に、「元気な八戸づくり」市民奨励金制度の見直しについてですが、本日は、

前回ご説明した見直し内容の具体案についてご説明させていただきますので、委員

の皆様の御意見をいただければと思います。また、前回課題となった３つの事項に

ついて、事務局案を提示しますので、委員の皆様からご意見をいただくという流れ

で行います。 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№9について意見交換 

■事務局 

Ⅱ 市民活動関連事業 

№９ 学生まちづくり助成金制度 について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 
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■委員長 

・それでは、ないようですので、次に№10 高校生地域づくり実践プロジェクトに

ついて、事務局より説明をお願いします。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№10について意見交換 

■事務局 

Ⅱ 市民活動関連事業 

№10 高校生地域づくり実践プロジェクト について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員長 

・それでは、ないようですので、次に№11 まちづくりインターン助成金制度につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№11について意見交換 

■事務局 

Ⅱ 市民活動関連事業 

№11 まちづくりインターン助成金制度 について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員長 

・それでは、ないようですので、次に№12 市民サポートセンターの運営につい

て、事務局より説明をお願いします。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№12について意見交換 

■事務局 

Ⅱ 市民活動関連事業 

№12 市民サポートセンターの運営 について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員 

 ・事前質問でなぜラジオを挙げたかというと、車通勤の場合、車内でラジオを聴

く方も多いと思いますので、車通勤の多い八戸圏域では有効な手段かと思いま

した。 

■委員長 
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・はい、ありがとうございます。他にご意見ご質問ある方いらっしゃいますか。

よろしいでしょうか。はい、では次にまいります。次に№13 八戸圏域住民活動

保険について、事務局より説明をお願いします。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№13について意見交換 

■事務局 

Ⅱ 市民活動関連事業 

№13 八戸圏域住民活動保険 について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員 

・うちの団体とかでも、この住民活動保険でなくボランティア保険に入っていた

りするので、各団体がより手厚い補償が欲しいのだろうなという気持ちは分か

ります。一方で、こっちの事業が要らないかというと、そうではなく、すごく

大切だなと。件数も多いし、額も今お聞きしましたけど、いいなと。この保険

が結構、意外と保険金が下りやすいのだなというイメージを持っていたので、

このまままた継続していって欲しいなと思います。 

■委員 

・もしかして、以前質問あったのかもしれませんが、何で階上町はなぜ加入して

いないんですか？ 

■事務局 

・階上町さんに関しては、自治会の方が個別で加入する保険に対して、町が補助

金を出しているそうです。やっぱり自治会とか町内会とかの側で、専用の保険

の方が、その団体の活動に特化した内容となっているので、そっちの方が使い

勝手が良かったりするそうです。そういったところもあって、階上町からは、

今は加盟を見合わせる旨の話をもらっているところです。 

■委員長 

・はい、ありがとうございます。他にご意見ご質問ある方いらっしゃいますか。

よろしいでしょうか。はい、では次にまいります。次に№14 町内会等振興交付

金事業について、事務局より説明をお願いします。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№14について意見交換 

■事務局 

Ⅲ 地域コミュニティ関連事業 

№14 町内会等振興交付金事業 について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員長 
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・それでは、ないようですので、次に№15 地域担当職員制度について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№15について意見交換 

■事務局 

Ⅲ 地域コミュニティ関連事業 

№15 地域担当職員制度 について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員 

・この事業自体は非常に上手くいっているという報告なので、意味があるかなと

思っています。地域にいると地域の担当者と直にやり取りするのは、このシス

テムからいくと連町会長ですよね。 

■事務局 

・この制度だと、町内会長さんです。 

■委員 

・年度のはじめ、連合町内会の総会の時に、地域担当職員を紹介されていると思

いますが、一般の地域の人は知っているか疑問です。地域でできた困り事など

を町内会長さんに言えば、地域担当職員がつなぎ役になって市にあがっていく

とか、一般の地域の人は知らない感じがしています。 

・パンフレットを公民館に貼っていますけれども、担当職員の名前がついてあり

ますよね。でもそれらを見ると、担当部署が書いてあって、例えば空き家だっ

たらこの部署に連絡してくださいといった具合です。じゃあ、このお二人は何

をしているのだろうと、時々考えます。この職員が地域で何を担っているとい

うところは、一般の地域の人には見えてないのかなと思う時もあります。それ

が、いい悪いじゃなくて、そういう実情をお話しました。この事業自体はそこ

まで狙っていないと思いますが。 

■事務局 

・地区の一般の方から、要望等を引き受けるというようなものではありません。 

・本来業務と別に地域と行政をつなぐ役割を担っているのですが、ただ苦情、要

望取り次ぐだけではなく、要は問題解決だけではなく、地域の活動をサポート

するようなことや、そういう意見の吸い上げを想定しています。 

■委員 

・理解しているつもりです。地域の意見・要望を吸い上げたりするための事業で

あり、この人たちがうちの地域にアドバイスしてくれている人たちだとかが、

地域にいると見えないと感じます。せっかく地域活性化のために事業化されて

いるのに、もったいないという感想です。 

■委員長 

・はい、どうぞ。 
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■委員 

・委員のおっしゃることは分かりますが、私の一住民の感想としては、知らなく

ていいのかなと。とりあえず町内会長に話しておけば、なんかうまくやってく

れるだろうという感じはあります。 

■委員 

・公民館に毎年配付されますが、担当者の名前があるのに、全部の担当課の連絡

先がついているので、違和感があります。 

■事務局 

・地域担当職員制度の目的は、顔が見える・見えないのところで言いますと、連

町会長さんなり町内会長さんに顔合わせに行きます。また、町内会・連合町内

会の会議があった際に、極力地域担当職員も参加して、課題があった場合に

は、アドバイスができるのか、方向性としてはどこの課に繋げればいいのかっ

ていうものを、一緒お話をできることが基本的にあると理解しています。委員

のところで、地域担当職員を見かける機会があまりなかったという状況がある

のかもしれませんが、事あるごとに、実際地域に出向いて顔を合わせながら情

報交換なり、質疑できるところがあると思っているので、なるべく地域の担当

者にも、極力地域に出向いたうえでお話ができる機会を作れるように、また内

部の会議の中でも提案していきたいと思っています。 

■委員長 

・はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、どうぞ 

■委員 

・とてもいい制度だなと私自身は思っていて、横文字で言うコンシェルジュさん

にあたる役割をやってくれているのかなと思います。町内会の会長さんとすれ

ば、どこに相談していいか分からない話っていうのが多くなって、その中でち

ゃんと繋がりを持っているって大切だなと。なんでそんなことを実感したかっ

ていうと、たまたまこの間、イベントやる時に市のほうに力貸していただこう

っていう時に、たまたま私がルートを持っているので、その方にほかの課にま

わしていただいてっていうこともあったので、こんな繋がりがあることってい

うのは大切なんだ、次に繋がるんだっていうのを大きく実感したので、ますま

す発展してもらいたいなっていうのを深く思いました。頑張ってください。 

■委員長 

・はい、ありがとうございます。他にご意見ご質問ある方いらっしゃいますか。

よろしいでしょうか。はい、では次にまいります。次に№16 町内会等活動ＰＲ

事業について、事務局より説明をお願いします。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№16について意見交換 

■事務局 

Ⅲ 地域コミュニティ関連事業 

№16 町内会等活動ＰＲ事業 について説明。 
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■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員 

・世帯数からすると何パーセントありますか。 

■事務局 

・町内会の加入率自体の話ですと現在の加入率は 53.8%です。 

■事務局 

・補足させていただきます。加入されていない方がどのようにして町内会に加入

すればよいか分からない場合には、我々が作成している加入促進用のチラシを

見て、こちらにご連絡頂ければ、どこの町内会の誰にお話していただきたいと

いうところを取り次いでおり、その件数は増えている状況です。 

・八戸市内全体の加入率自体は右肩下がり傾向になりました。これはどこの自治

体でも同じような感じになりますが、取次ぎ件数が増えていること自体は、い

いことではありますけれども、加入率自体が実際増えているのかっていうと決

してそういうわけではない。 

・この取次ぎ件数の増加を含めて加入促進をどのように進めていくというところ

は、未だ課題になっているという認識です。 

■委員長 

・はい、ありがとうございます。他にご意見ご質問ある方いらっしゃいますか。

よろしいでしょうか。はい、では次にまいります。次に№17 連合町内会連絡協

議会連携事業について、事務局より説明をお願いします。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№17について意見交換 

■事務局 

Ⅲ 地域コミュニティ関連事業 

№17 連合町内会連絡協議会連携事業 について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員 

・この連合会の自主防災の活動は、いいところに目をつけたと思いました。外国

の方もそうだし、外国の人がどこに逃げればいいとか、何を指示されているか

もわからないときに、連合町内会として対応するというのはいいなと思いまし

たし、それこそ災害時はこれが必要になりますよね。 

・学校でも避難訓練しているし、それから地域でも公民館でもやっている。いざ

っていうというときに、学校の小学生は何ができるかとか、中学生だったら何

ができるのかという役割分担も見えてきますよね。だからすごくいいなと思っ

て聴いていました。以上です。 

■委員長 

・ほか、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうござい
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ます。それでは次。No.18 地域の底力実践プロジェクト促進事業について、事務

局より説明をお願い致します。 

 

協働のまちづくり施策 進捗状況シート№18について意見交換 

■事務局 

Ⅲ 地域コミュニティ関連事業 

No.18 地域の底力実践プロジェクト促進事業 について説明。 

 

■委員長 

・ただいまの説明について、ご質問、ご意見あればお伺いいたします。 

■委員 

・地域が企画して地域が実践するのですが、この事業のいいなと思うところは市

の関わり方だと思います。市の提供するノウハウがなかったら、地域だけの発

想、地域の行動力だけでは、おそらく具現化されていかないのではないかと予

想がされます。市の方がノウハウを教え指導していくことは、この事業の持っ

ている重要性と思っているので、まさに市がやるべき事業かなと思います。 

■事務局 

・地域の底力実践プロジェクトという事業は、協働のまちづくりの代表的な事業

で、市長の肝いりで始まったものです。地域担当職員制度もそうですけど、地

域の活性化を図るうえで、地域の自立や自主性というものを重要視してきたと

ころでありますが、どうしても限界があり、そこに対して市がどこまで関わっ

て、そこを盛り上げて行くというところがあって始まった事業ですので、まさ

に協働のまちづくりを体現しているような事業として重要視しております。で

すので、これからも積極的に進めて行きたいと思います。 

■委員長 

・はい、ありがとうございます。他、ございますでしょうか。よろしいでしょう

か。では、以上で案件 1の協働のまちづくり施策の進捗状況及び今後の方向性に

ついて終了します。では、進行を事務局へお返しいたします。 

 

(2) 「元気な八戸づくり」市民奨励金制度の見直しについて 

 

見直し内容について意見交換 

■事務局 

(1) 「実施要領および選考要領、募集要項に反映した内容」の説明 について説

明。 

 

■委員長 

・はい、ありがとうございます。それでは今、事務局の方から説明のありました

見直し内容の具体案を各種要領及び要項に反映した内容について、ちょっとボ
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リュームが多いのですが、ご意見ご質問ある方よろしくお願いいたします。 

■委員 

・資料 7の 2ページの若者支援コースの対象事業のところの説明いついてです

が、最初見たときおおむね 40歳以下とあるから、40歳以上はダメなんだな思い

ました。※印がありますが、※印で書くよりは表内に書いた方が分かりやすい

かなって思いました。また、箇条書きで書くと、わかりやすいと思います。 

■事務局 

・はい、検討させていただきます。ありがとうございます。 

■委員長 

・補足というか今の意見に対して、そこをそういう風にするとなるとその１番と

３番もそういう書き方にしたほうがいいかと思います。そこも含めてちょっと

検討していただければなという風に思います。 

■委員長 

・他、ございますでしょうか。そのほかの資料でも、はい、ございましたらお願

いします。 

■委員 

・今回の見直しの中で大きな部分占めてくるのが、審査基準が変わるというとこ

ろになってくると思います。独創性の項目がなくなって協働性と自発性が入っ

てくるというところですけれども、実施要項第３条に、審査基準の根拠となる

文章を対象事業として入れるべきと思います。第３条の対象事業のところで、

協働性がなければいけませんよ、ということが書かれていないのに、協働性を

審査基準として点数をつけるというのは、根拠がなく後々問題になってくると

思うので、もし協働性を評価したいのであれば、たぶん１行でいいと思います

ので、他団体との協働を行う趣旨の文言を盛り込まないといけないと思いまし

た。というのも、過去の採択された事業の中には、他の団体さんと協働しなく

ても完結するものがいくつかあります。そういった事業が今後申請されてきた

場合、根拠がないところで低い点数つけられて、前はよかったのに今回は採択

されなかったという問題が起きかねません。そんなこと評価するって聞いてい

ないと言われた時に、市側としてはちょっと不正に思われてしまう。 

・他の公益性、有効性、実業性、将来性はもう対象事業の中に「不特定多数のも

のの利益の増進を目的として」があり、これは公益性の根拠になります。その

後も「自主的に行われる八戸市の地域課題の解決」、これは有効性ですね。その

下の(1)(2)(3)の団体の継続的な事業。これは 3と 4に繋がる。ということ、他

の項目はもう根拠はあります。 

・評価基準に協働性と自発性を盛り込むことは問題がなく、そのほうがいいと思

っています。特に協働という部分。また、若者支援はなかなか書類の書き方が

うまくいってないってところで、熱意が伝わってくるというところで評価して

あげようということで、これもいい評価の基準になると思うので、その根拠を

ぜひ要領 3条のところに盛り込んでいただければ、整合性がとれるのかなとい

う風に感じました。どうしても職業柄そういうところをみてしまうので、ちょ

っと手続き的なところでというのを、お話させていただきました。 

■事務局 

・委員がおっしゃった件なのですが、協働性という基準を実施要領第３条の対象

事業に入れるとなると、それが条件になって捉えられてしまうと思います。根

拠はどこかに出す必要はあると思っていて、どこに出すかは考えさせていただ

きたいと思います。前にお渡しした募集要項の６ページに審査基準が書いてい
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ます。例えばここに協働性っていうのが入れば、そういう観点を見ているんだ

なっていうのは分かっていただけると思います。協働性をなんで重視するかの

根拠の部分では、実施要領で、そもそもの趣旨として協働のまちづくりの推進

を目指しっていうところがありますので、それが具体に審査基準のところに入

ったという理解で説明はできるのかなと思っています。今変えようとしている

申込様式の中に協働の欄を足しましたけれども、そこに記載があるかというこ

とですから、ないならないで点数が低くなるだけっていうか、それでいいのか

なと思っています。要件にはせず、評価するポイントにしたいと思います。 

■委員 

・私も今聞いていて、第３条に観点別の項目が入るとなると、やっぱりある程度

の説明も加えるべきだと思うので、どこか別なところに入るべきと思います。

でも、すでに不特定多数であるとか基準の一部が入っているから、なんとなく

他が落ちているよって見えるなっていうところも、それもまた意見として分か

ります。具体的な案は分からないのですが、第３条に全てが入るのかなって言

われると、別の項目で、基準としてはこういうこといきますよっていうふうな

のがいいのかと思います。 

■委員 

・そういう風に考えると、この対象事業の第３条前文の３行がいらないのかもし

れない。次のどれかに該当するものが対象事業ですよと。１つは初動、団体の

継続的なものですよと。若者、これも団体。ここに若い人とかって書いてもい

いのかね。まちづくりの支援コース、これはこうですよ。というだけでもいい

のかもしれないと思いました。ここに基準の一文が入るからなんとなく混乱す

るので、ここでの対象事業っていうのはこの３つですと明確に見せればいいの

かもしれない。それで、基準としてはこちらに載ると。基準これだよっていく

のかな。もうちょっと文面を検討してもいいのかなとは思います。 

■委員 

 ・第３条の３行は根拠なので残していただきたいです。 

■事務局 

・要領を作るにあたっては、役所の法規部門を通した上でということになりま

す。やはり大元の部分として不特定多数のっていうところは絶対必要で基本的

には残るのかなとは思っていますが、そこも今いただいたご意見も含めて相談

します。 

■委員 

・私も事務局の意向と同じですけれども、これが必須ではないと思っています。

団体が市と協働していいものが生まれるっていう考えもありますし、他の団体

との協働も今までもあります。様々、こことここが協働しますって。しかし、

とりあえず名前載せているだけじゃないのっていうようなところもあったりす

るので、多けりゃいいっていうものでもないし、ないから悪いっていうもので

もないので、ここは必須条件じゃなくて 1つの基準くらいでの捉えていいんじ

ゃないかなと思ったので最後ちょっと付け加えさせていただきます。 

 

検討事項その１（資料８）について意見交換 

■事務局 

① 多様性の実施要領等への追加について 説明。 
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■委員長 

・はい、ありがとうございます。それではただいま事務局から説明がございまし

た、検討事項の１番、多様性の実施、要領等への追加についてご質問お願いい

たします。 

■委員 

・率直な感想で、案２が文章が長くて分かりづらいなと思います。案１、案３、

どちらでもいいかなっていう形ではあります。ただ、現場で運営していただい

ている事務局が案３だと伺って、実際に運用している方じゃないとこの若干の

ニュアンスとか伝わらないと思うので、僕は案３でいいのかなと思いました。 

■委員 

・案２の「推進」だと、本当にこれを推し進めるというふうに取られるので、ま

た別の誤解を生む感じはします。だから案２ではないかなと。案３が手っ取り

早いのかなと思いながらも、解釈がどこにも規定されないというのは、それぞ

れの価値観になって明確じゃないなという感じがします。今まさに見直しの議

論がされていることを考えれば、もう１歩手だてが必要なのではないかと思い

ます。ただ案１の除外規定だとちょっと強いというか。それこそ、女性限定の

取り組みが差別と捉えられて応募がなくなることも懸念されます。 

・明記していないから、ダメかもしれないと自粛されるし、一方で、含む含まな

いですれ違いになるから、誤解の無いようにした方が良い気はします。 

■事務局 

・この検討をするにあたって、多様性に反する、多様性を推進するとか、という

部分じゃなく、範囲が明確になる線引きができる部分かどうか、といったとこ

ろが当然あります。実際に女性に限定した取り組みをしたいという申請があっ

た場合、各委員さんなりの捉え方っていう部分もあり、皆さんが同じ意識にな

れるかどうかというと、やっぱり内容をちゃんと聞かないとそれぞれ判断がば

らばらになってしまうし、判断を合わせなきゃならないわけではないです。た

だ、問題を所持したまま進んでいくような状況も当然あり得うるわけであっ

て、そうした側面からも見直しをしていました。 

・公益性ってなんなのか、というのはなかなか線引きが難しいし、事例が様々あ

るなか明記できれば１番いいのですけども、それがなかなか難しいので、それ

ぞれ個々に判断していかざるを得ないのかなっていうところがあります。それ

と同じように、多様性に反する、多様性を推進する、という部分を明確に打ち

出すかどうかとなると、結果、ぼかすしかないのかなっていう最終的な判断に

至ったので、我々は案３にするしかないという考え方に至ったわけです。 

・公序良俗という部分も、何が公序良俗なのかっていうところは、様々な法律上

の解釈としても、個々に判断していかざるを得ないという考え方が大多数だ

と、我々は思っておりまして、なかなかそこを明確にするっていうのが難しい

というのが現状かと捉えておりました。 

■委員 

・言葉を明確にと言われると、特に公的なところで出されるものなので、難しい

と思います。ですが、じゃあこのままで行くのっていう疑問がちょっとありま

す。 

・地域の中には、平等性に欠く表現や差別的な表現を、何気なく使っている方

が、どうしてもいると思うんです。だからこそ明確にしてやる、公的機関がそ

ういう見方はちょっと違いますよ、みたいな発信をするところも担ってもいい

のかなと思います。庁内の中で、この事業だけが要領に明記するのはバランス
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が悪いというのは、理由にならないと思います。ただ、どこまで明記すればい

いのって言われると、かなり難しさはあると思います。でも明記しないってい

うのも、せっかく見直しの好機ですから。 

■事務局 

・例えば申請を受け付けて、具体的な内容を当然聞いていくことになりますが、

事務局の段階でそこを判断し結論付けるのは難しいと思っています。そうなる

と、それを委員会に諮って、例えばこれが女性限定の取り組みになります、な

ぜじゃあこれは女性限定なんですかというようなところを、委員の皆さんが聞

いて確認していただかないと、多様性に反しているかの判断が難しくなると思

います。それを聞いて、いや、これは多様性が確保されていますよと思われる

委員さんも中にはいらっしゃるかもしれませんし、そこで結果、吟味していた

だくしかないというところがあって、それを制限しないがためにも、要領には

そういう言葉を足さないこととし、公序良俗っていう曖昧な要件の中で、具体

的な中身は個々のその取組みを吟味した上で判断する、というしかないと考え

ております。 

■委員 

・何をどこに入れたらいいかよくわからないですけども、今、社会的にも世界的

にも男女平等とか多様化っていうのが広がっている中ですよね。皆さんも段々

そういう感覚はできていると思うので、決まりの中にそういう、性、女性男性

っていう文言を入れないとか、何かそういうこう、いろんな公益性っていう中

ではもういろんな方が入れる事業であるべきなんですけど、そういう、そこの

文言は入れないとか、そういう、これはダメだよというのではなくて、もっと

簡易的な案がないかなと考えていたんですけれど。 

■事務局 

・言葉を足すと今度それが要件となってしまって、本来我々がやっていきたいと

思っている事業からはちょっと話がそれていってしまう可能性も。 

■委員 

・手続きを考えると案３しかないと思います。で、今だとその公序良俗のところ

で、それが公序良俗になるかって今の議論になりましたけれど、その一個上に

法令等に違反し、または違反する恐れがある、例えば国籍による差別、人種に

よる差別、性別による差別はもう法律で禁止されているので、これをもう参照

すれば明示されるので、ここだと第３条第２項第２号の説明だけですけれど

も、実は同項第１号も見れば、かなりクリアな形で線引きはされて、差別的な

ものっていうのは排除されるものです。そういう点では私は案３で、そして第

３条第２項第１号及び第２号を運用上で厳格に適用していけば、問題ないと思

っています。 

■委員 

 ・応募側が理解できるか、そのあたりを一番懸念しています。不当な差別や多様

な価値観の尊重、といった文言は、載せられないものですか。 

■委員 

 ・第３条第２項第２号のなかに入れるということですか。この多様な価値観とい

う言葉が今、法律用語としてまだ使われていない段階なので、難しいと思われ

ます。後５年たったら状況変わるかもしれませんけれども。 

■委員 

 ・委員が審査する時に、委員個々のレベルで判断、評価されるのだけは避けたい

気持ちです。 
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■事務局 

 ・最終的には、委員会の中で、委員さんたちのヒアリングの段階で、そこを突っ

込んで聞いていって、最終的な意思統一を図っていただくことが本来かと思い

ます。 

■委員 

 ・受付する時もそうですよね、その第一段階として。 

■事務局 

・受付の際にヒアリングしたとしても、結局皆さんにゆだねることになると思い

ます。事務局の段階で線を引く、受け付けないということは、申請自体がなか

ったことになる。それは、奨励金の趣旨として違うのではないかと思います。 

・あの事業が問題ありと思われた委員がいらしたかもしれませんが、皆さんがそ

うだったかという話ですよね。その事業は採点の結果、交付対象になったわけ

ですよね。それを受け付ける段階で、これは不当な差別だから受け付けません

とやることが、果たしていいことなのかということです。 

■委員 

 ・どこでどうすればいいのでしょう。 

■委員長 

・すごく難しいと思います。前回も言ったんですけど、人によって捉え方って

様々だと思いますし、私はあの事業に関してそういう考えは全く持たなかった

です。でもやっぱりそれをそう思う方もいらっしゃるし、そうじゃないって思

う方もいらっしゃる。言われて、なるほどそういう風な捉え方もできるな、と

思う人もいれば、影響されてそっち側の考えになる人もいる。その中で点数を

つけて、最低点と最高点は外して皆さんの意見を総意として、事業評価として

あげるっていうことになってくると思うので、私も案３に賛成という風になる

のですが、皆さんやっぱりそれぞれあると思います。 

■委員長 

・今日あとまだ他に 2つ案件があるので、進めてもよろしいですか。 

■委員 

・明確にできないほど曖昧なところだからこの委員会は必要ってことですよね。 

■委員 

・そうですね。 

■委員 

・明確にせずに委員会で議論しましょう。 

■委員長 

・はい。進めていいですか。どうします。 

■委員 

・この話し合いが必要だなっていうのは理解できます。だからこそ委員会の議論

が必要だろうなって。そのばらばらのこの価値観の中で、差別かそうでないか

の判断・確認は、それぞれの発言の中でしかないという感じですかね。 

■委員 

・そう思いますね。もし基準が明確に引けるんであれば、たぶんこういう場は必

要なくなってくるのかな。たぶんそういう時代はそのうち来るかもしれません

けど、今はみんなで話し合おうっていうのが大切なのかなと思いました。 

■委員 

・さきほど委員が仰ったこともわかるんですけれど、例えばこれは差別じゃない

よね、っていう人もいれば、いやそこだけ特化するのは逆にずるいよねって思
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う人もいるし、だからそこは規定できないなって、これで行くしかないんじゃ

ないかなとは思いますね。考えがいろいろだからこそ。 

■事務局 

・わかりました。今回のお話を整理させていただいて、あと、再度こちらのほう

で案を作って、次またその案を示す段階では委員会を開催するっていうのもな

かなか厳しいかもしれませんので、案を作ったうえで、メールなりこちらから

出向いて説明したりするなりしてですね、再度ちょっと調整をかけたいと思い

ます。申し訳ございません。そういう形でよろしくお願いします。 

■委員長 

・はい。皆さんもそれでご了承ください。 

・はい、よろしくお願いします。はい、それでは次、検討事項の二つ目について

事務局のほうから説明お願いします。 

 

検討事項その２について意見交換 

■事務局 

(2) 交付対象事業の決定方法に係る選考要領の変更 について説明。 

 

■委員長 

・はい、ありがとうございます。それでは今説明がございました検討事項の2番、

交付対象事業の決定方法に係る選考要領の変更について、ご意見ご質問ある方

お願いいたします。 

■委員 

・これって要は今のまま行きましょうということですか。 

■事務局 

・今の公開ヒアリング審査を終わって、皆さん各自点数つけていただいて、それ

を事務局で集計しました。その結果を皆さんにお配りします、までは一緒で、

そこからその結果を見ての変動というのを、皆さんでお話して、最終順位を決

めるというのが今と違うというか、追加になるところです。 

■委員 

 ・ちょっと補足していいですか。 

■委員長 

 ・はい。 

■委員 

・私がこの提案をしたのは 2 点の意味で言いました。1 つは、もう 1 回、個人の採

点は生かされたなと。それぞれが資料を見たりして、評価がされていますか

ら。1 人 1 人の評価はもう活かされて、事務局の方で順位と平均点が出されてい

る。次に、さきほどの例のように、微妙なところもありますよね。それをみん

なで協議して決定していった方がいいという趣旨の提案です。それをもう 1 回

皆で話し合いをした後、それぞれの持ち点を直して、順位を決定するのではな

くて。もう個人の採点をもとに皆で協議して、つまり協議で最終決定をした

い。そういうふうな意味で提案しました。 

■委員 

・個人の点数は活かされたと言いましたけども、そのあと話し合って、個人の点

数が変更されたら、活かされてないことになりませんか。 

■委員 
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・協議して決めるっていうことはだめですかね。 

■委員長 

 ・点数をつける根本的な意味がなくなってしまうような気がするんですよね。 

■委員 

 ・でも覆すわけじゃなくて、それに準じて話し合いが行われるのだけど。 

■委員 

・話し合いするのは何故かと言ったら、順位を変えたいから。1 度出た結果をまた

議論を行って新しい結果が出るということは、個人でつけた点数は結果ではな

くなる。つまり、活かされていないことになるので。 

■委員 

 ・あくまでもその協議したあとに、もう 1 回ひとりひとりの点数の修正が行われ

て、それが結果の方がいいっていう、今まで通りっていうことですよね。 

■委員 

・議論で結論を決めたいのか、点数で結論を決めたいのか。二択だと思っていま

す。議論で結果を決めたいっていうことでよろしいですか。 

■委員 

 ・議論で結果を決めたいという意味で提案しました。 

■委員 

 ・そうすると、事務局で示した課題が問題になってくるっていうことですよね。

極端な意見が影響する、恣意的な選定になる、全体の時間長くなる。 

■委員 

 ・時間は長くなると思いました。 

■委員 

・実際、恣意的な、もしくは極端な意見、そして短い時間、というところだと、

かなり議論が左右されると思うんですね。結構やっぱり資料読んでいる時って

時間かけて。 

■委員 

 ・私は今のまま、基本点数が大前提で結論を出します。ただ 7 割に達しなくて

も、どうしてもっていうところは、ちょっと協議します。その方法が議論で結

論を出すよりかも、良い、ベターなのではないかと思います。 

■委員 

・議論の答えちょっと危険かなと思います。恣意的な部分とか説明責任といった

部分でちょっと危険性があるかなと。ただ、この間に出た意見の思いは一緒だ

と思うんですね。議論する時間を設けて、でもその議論した中で最終的には、

やっぱり個人で点数出すと、委員の皆さんからこういう点数が出たのでこの結

果ですよっていうのもちゃんと説明責任も果たせるのかなと。ただ議論する時

間は個人的には欲しいなと思っています。そこのスケジュール調整とかは事務

局でやっていただければたいへん良いのかなと感じていました。 

■委員 

 ・議論が重要だと思うんです。今ここで話しているだけでもすごい意義がある

し、お互いに考えていることとか、違いとか、共通部分があるなっていうのも

理解するし、ここは共通に疑問を持っているなとか、ここはみんな別に問題な

くいっているなって。ここが、私たちが呼ばれている意義ですよね。 

■委員 

・初めて前回参加させてもらって、あまりにすんなり決まった印象があって、こ

んな貴重なお金を交付するのにこんなに簡単に決まっちゃっていいのかなとい
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う印象があったので、やっぱりちょっと話し合う時間は少しほしかったなとい

う気持ちはありました。それぞれ皆さんの意見、考えも違うと思うのでその中

で点数つけられたらまたいいのかなとは思います。 

■委員長 

 ・前も言ったんですけど、前回は全部平均点以上だったため、議論する余地がな

かったんですよ。でもそれ以前は、議論しているんですよね。あの点数足りな

いからここどうするって、拾ってあげるかどうかっていう話はしているんです

よ。 

■委員 

 ・最終点数をつける前の段階で、もし可能であれば話し合いができればいいなと

は思っています。 

■委員 

・なかなかみんながパッと席についてね、思いを語り合えるっていうことが難し

さがあるけど、そこは委員長のお力ですので。 

 ・議会の進行ではないので、なんとなくみんなが思いを、同じ意見であっても、

それ同じだよとか言える。 

■委員長 

 ・例えばなんですけど、自分が知っている人がやっている団体の事業とかあると

思うんですよ。思いの部分で語っちゃうと、ちょっとどうなんだろう難しいの

かなっていう気はしないでもないんですよね。 

・だからそういうのがあった時に、じゃあ点数高くしてやろうって高くするじゃ

ないですか。でも最高得点は除かれてしまう。下も一緒ですけど。でもそれで

また話し合うとその人の意見が反映されるっていうこともないですか。 

■委員 

・その通りですよね。 

■事務局 

・皆さんに審査していただいていること自体がまず 2 段階までやってるわけで

す。第 1 段階で書類審査していただいて。他の機関の審査よりは時間をかけて

いるわけです。書類審査していただき、ヒアリングでどういう質問をしようか

検討する時点で、また議論はなされていますよね。その上で本番っていうか、

公開ヒアリング審査があります。そこで実際に生の声を聞いて、その上でほん

との点数をつけるっていう 2 段階になっています。今その議論をということで

は、委員は点数をつけた後の結果について、皆さんで議論するっていう。委員

はヒアリングが終わった段階で、皆さんで考えを整理する段階を経ることを望

んでいらっしゃる、ということですよね。 

・皆さんで十分に協議していただくっていうやり方自体は本来必要なのかなとい

う認識でいるわけでして。その認識のもとで改めてこれから進めていければい

いのかなという形で考えているわけです。 

■委員 

・わかりました。なんとしてもみんなの協議を深めたいという気持ちがあったの

で、提案しました。 

■事務局 

・確かに委員がおっしゃるように、総意というのは本来理想なんですけども。充

分に協議していただいて、皆さんの共通認識を得られるかどうかっていうのは

また別なので、結果点数で判断せざるを得ないというのは致し方ないのかなと

思います。 
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■委員 

 ・そうですね。どっかで点数化しなければないからね。はい、分かりました。 

■委員長 

 ・よろしいでしょうか、はい。では最後になります。検討事項の 3 つ目ですね。

事務局の方から説明をお願いします。 

 

 

検討事項その３について意見交換 

■事務局 

(3)公開ヒアリング審査後の採点方法に係る運用の変更 について説明。 

 

■委員長 

・はい、ありがとうございます。それでは今説明ありました、検討事項の 3公開

ヒアリング審査の採点方法にかかる運用の変更について、こちらご意見ご質問

よろしくお願いします。 

■委員 

・初めて審査する場合、何が観点かわからない中で、自分で決めていかなければ

ならないので、そこら辺は考慮した方がいいと思いますけど、時間的なものも

あるので、時間に余裕があれば機会を設けた方がいいと思います。 

■事務局 

・補足ですが、この間のヒアリング審査会は 10団体あって 1時ぐらいから始まっ

て 5時に終わりました。時間が長いことに関しては、私たち事務局にとっては

問題なく、委員のみなさんがその分拘束されるということがポイントです。今

提示しているメリットとデメリットに対して皆様がどう思うかです。やはりこ

れは取り入れた方がいいということであれば、そのようにスケジュールを組み

ますし、ただそういう時間を設けましょうっていうだけでもいいかもしれませ

ん。今回はメリットもあればデメリットもあるっていうところを提示させてい

ただきました。 

■委員 

・審査時間が延びてもいいっていうことであればちょっと設定しても、そんな何

時間も設定する必要性もないだろうから。 

■事務局 

・全ての提案が議論を尽くさないと難しい案件なのかっていうと、必ずしもそう

いうわけではないと思います。 

■委員 

・全てを協議するのではなく、気になるところのいくつかを皆でちょっと協議し

てみる、それだとそんな時間もかからないと思います。 

■事務局 

・たまたま今回の 10 件の中ではその１つがそういう、物議を醸しだしそうな内容

だったっていうだけであってですね。 

・ヒアリング審査終わったとき、判断に迷うことがある方、そこを皆さんどうで

しょうって問いかける程度がよいのかと思います。どうしてもこれは判断に迷

う部分がある場合、それに時間を設けるようなやり方はどうでしょうか。 

 

■委員 
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・それいいですね。自分の考えと他の考えを聞くだけで安心感はあるかも。 

■委員 

・時間をいたずらにかけずに、皆さんの意見を聞く方法として、１人ひとり１分

程度で感想を言っていけばいいのかなと思いました。それを以て、7 割いかなか

ったところに関して議論できればいいのかなという感じがしました。 

■委員 

・ということは、ヒアリングが終わってからまず１回集まって、その１人ずつ簡

単に感想を手短に話して、その中に気になる団体がある人は言えばいいし…。 

■委員 

・気になる～は言わない、感想を述べるだけ。 

■委員長 

・いずれにしても今の方法からなにか変えるってなると、時間がとられるのは確

実なので、それを上手く効率的にやれるかっていうのが大事なのかなって思い

ます。深く協議すればいいってものでもないと思いますし。やっぱりキリがな

いっていう部分も当然、あると思います。 

■事務局 

・今、ご意見が出たとして、3 月に次年度分の書類審査がありますので、その時に

ヒアリング審査会の時どうするかを改めて話し合って決めていただくっていう

感じだとどうでしょうか。 

■委員長 

・委員の皆さんもそれでよろしいでしょうか。よろしいですか。 

・じゃあ事務局の皆さん、よろしくお願いします。 

・はい、では以上で案件 3 の方については終了したいと思います。最後、その他

について事務局より説明お願いいたします。 

 

次第４．その他 

■事務局 

  今後のスケジュールについて説明 

■委員長 

・その他委員の皆さんから何か御質問はありませんか。 

・他にないようであれば、進行を事務局にお返しします。 

次第５．閉 会 

  （司会：事務局） 


